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の
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宅
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護
を
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関
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の
と
お
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で
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同
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五
十

五
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一
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第
五
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四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
四
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
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指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者

(

製

作
者)

名

該
当
条
項

�����
書
籍

Ｂ
Ｏ
Ｙ
’
Ｓ

ピ
ア
ス
禁
断

五
月
号

〇
八
一
七
五
―
〇
五

マ
ガ
ジ
ン
・
マ

ガ
ジ
ン

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

恋
愛
チ
ェ
リ
ー
ピ
ン
ク

五
月
号

一
七
七
四
四
―
五

秋
田
書
店

�����

恋
愛
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
Ｍ
Ａ
Ｘ

六
月
号

一
七
七
四
四
―
六

秋
田
書
店

����	

無
敵
恋
愛
エ
ス
ガ
ー
ル

六
月
号

〇
八
五
七
七
―
六

ぶ
ん
か
社

�����

黄
金
の
Ｇ
Ｔ

お
宝
Ｓ
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｓ
Ｈ
女

王
伝
説

六
三
四
一
三
―
三
九

晋
遊
舎

�����

ま
ん
が
グ
リ
ム
童
話
ラ
ブ
セ
ク

Ｖ
Ｏ
Ｌ
・
四
八

一
八
〇
一
〇
―
六

ぶ
ん
か
社

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ベ
ス
ト
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
四
八
五

居
宅
療
養

管
理
指
導

ひ
が
し
調
剤
薬

局

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
六
〇
四

平
成


�

･

�･

��

倉
石
ハ
ー
ネ
ス

株
式
会
社

三
戸
郡
五
戸
町

大
字
豊
間
内
字

地
蔵
平
一
の
八

六
五

短
期
入
所

生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
桜

三
戸
郡
三
戸
町

大
字
川
守
田
字

大
明
地
一
八
の

四


�

･

�･

�

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ベ
ス
ト
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
四
八
五

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

ひ
が
し
調
剤
薬

局

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
六
〇
四

平
成


�

･

�･

��

倉
石
ハ
ー
ネ
ス

株
式
会
社

三
戸
郡
五
戸
町

大
字
豊
間
内
字

地
蔵
平
一
の
八

六
五

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
桜

三
戸
郡
三
戸
町

大
字
川
守
田
字

大
明
地
一
八
の

四


�

･

�･

�



( )

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

変
更
後

お
し
ゃ
れ

プ
ラ
ザ
株

式
会
社

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
花

だ
ん

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

変
更
後

〃

〃

訪
問
看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
花

だ
ん

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

〃

変
更
前

八
戸
市
小
中

野
三
丁
目
二

五
の
一
三

八
戸
市
小
中

野
三
丁
目
二

五
の
一
三

変
更
後

有
限
会

社
ケ
ア

シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中

野
五
丁
目
二

の
五
大
町
マ

ン
シ
ョ
ン
テ

ナ
ン
ト
Ｄ

福
祉
用
具

貸
与

有
限
会

社
ケ
ア

シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中

野
五
丁
目
二

の
五
大
町
マ

ン
シ
ョ
ン
テ

ナ
ン
ト
Ｄ

��･
�･
�

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
幸
友

会

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
田

茂
木
字
若
宮

一
九
三
三

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
薄

市
字
飛
石
田

野
沢
一
八
七

の
一

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
内
潟

療
護
園

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
深

郷
田
字
甘
木

一
二
〇
の
二

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
き

り
ん
館

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
田

茂
木
字
若
宮

一
九
三
三

��･

�･

�

変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
向
明

会

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
や
す

ら
ぎ
の
里

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

��･

�･

��

変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

変
更
後

〃

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や

す
ら
ぎ
の

里

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

〃

変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
今

泉
字
神
山
五

九
の
一

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
今

泉
字
神
山
一

四
四
の
一

変
更
後

株
式
会
社

平
山
建
設

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
今

泉
字
神
山
一

四
四
の
一

〃

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や

ま
な
み

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
今

泉
字
神
山
一

四
七
の
一

��･

�･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
特
定
福

祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
介
護
予

防
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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変
更
前

社
会
福
祉
法

人
幸
友
会

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
田
茂
木

字
若
宮
一
九
三

三

内
潟
療
護
園

介
護
支
援
セ

ン
タ
ー

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
内
潟
療
護

園

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
深
郷
田

字
甘
木
一
二
〇

の
二

内
潟
療
護
園

相
談
セ
ン

タ
ー

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
田
茂
木
字
若

宮
一
九
三
三

平
成

��･

�･

�

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
小
中
野

三
丁
目
二
五
の

一
三

八
戸
市
小
中
野
三

丁
目
二
五
の
一
三

変
更
後

有
限
会
社
ケ

ア
シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中
野

五
丁
目
二
の
五

大
町
マ
ン
シ
ョ

ン
テ
ナ
ン
ト
Ｄ

有
限
会
社
ケ

ア
シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
二
の
五
大
町

マ
ン
シ
ョ
ン
テ
ナ

ン
ト
Ｄ

平
成

��

･

�･

�

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

変
更
後

お
し
ゃ
れ

プ
ラ
ザ
株

式
会
社

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
花

だ
ん

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

平
成

��･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

変
更
後

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ

ン
花
だ
ん

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

〃

変
更
前

八
戸
市
小
中

野
三
丁
目
二

五
の
一
三

八
戸
市
小
中

野
三
丁
目
二

五
の
一
三

変
更
後

有
限
会

社
ケ
ア

シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中

野
五
丁
目
二

の
五
大
町
マ

ン
シ
ョ
ン
テ

ナ
ン
ト
Ｄ

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

有
限
会

社
ケ
ア

シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中

野
五
丁
目
二

の
五
大
町
マ

ン
シ
ョ
ン
テ

ナ
ン
ト
Ｄ

��･

�･

�

変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
向
明

会

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
や
す

ら
ぎ
の
里

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

��･

�･

��



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
特
定
介

護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五

条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

変
更
後

〃

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や

す
ら
ぎ
の

里

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

〃

変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
今

泉
字
神
山
五

九
の
一

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
今

泉
字
神
山
一

四
四
の
一

変
更
後

株
式
会
社

平
山
建
設

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
今

泉
字
神
山
一

四
四
の
一

〃

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や

ま
な
み

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
今

泉
字
神
山
一

四
七
の
一

��･

�･

��

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
小
中
野

三
丁
目
二
五
の

一
三

八
戸
市
小
中
野
三

丁
目
二
五
の
一
三

変
更
後

有
限
会
社
ケ

ア
シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中
野

五
丁
目
二
の
五

大
町
マ
ン
シ
ョ

ン
テ
ナ
ン
ト
Ｄ

有
限
会
社
ケ

ア
シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
二
の
五
大
町

マ
ン
シ
ョ
ン
テ
ナ

ン
ト
Ｄ

平
成

��･

�･

�

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ベ
ス
ト
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
四
八
五

居
宅
療
養

管
理
指
導

ひ
が
し
調
剤
薬

局

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
六
〇
四

平
成

��

･

�･

��

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
居
宅
介
護
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
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ベ
ス
ト
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
四
八
五

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

ひ
が
し
調
剤
薬

局

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
六
〇
四

平
成

��

･

�･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

変
更
後

お
し
ゃ
れ

プ
ラ
ザ
株

式
会
社

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
花

だ
ん

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

平
成

��･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

変
更
後

〃

〃

訪
問
看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
花

だ
ん

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

〃

変
更
前

八
戸
市
小
中

野
三
丁
目
二

五
の
一
三

八
戸
市
小
中

野
三
丁
目
二

五
の
一
三

変
更
後

有
限
会

社
ケ
ア

シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中

野
五
丁
目
二

の
五
大
町
マ

ン
シ
ョ
ン
テ

ナ
ン
ト
Ｄ

福
祉
用
具

貸
与

有
限
会

社
ケ
ア

シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中

野
五
丁
目
二

の
五
大
町
マ

ン
シ
ョ
ン
テ

ナ
ン
ト
Ｄ

��･

�･

�

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
幸
友

会

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
田

茂
木
字
若
宮

一
九
三
三

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
薄

市
字
飛
石
田

野
沢
一
八
七

の
一

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
内
潟

療
護
園

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
深

郷
田
字
甘
木

一
二
〇
の
二

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
き

り
ん
館

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
田

茂
木
字
若
宮

一
九
三
三

��･

	･

�

変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
向
明

会

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
や
す

ら
ぎ
の
里

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

��･

�･

��

変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

変
更
後

〃

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や

す
ら
ぎ
の

里

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

〃



( )

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所

在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地
を
変

更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成27年６月３日 水曜日 第4003号7

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

社
会
福
祉
法

人
幸
友
会

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
田
茂
木

字
若
宮
一
九
三

三

内
潟
療
護
園

介
護
支
援
セ

ン
タ
ー

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
内
潟
療
護

園

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
深
郷
田

字
甘
木
一
二
〇

の
二

内
潟
療
護
園

相
談
セ
ン

タ
ー

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
田
茂
木
字
若

宮
一
九
三
三

平
成

��

･

�･

�

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
小
中
野

三
丁
目
二
五
の

一
三

八
戸
市
小
中
野
三

丁
目
二
五
の
一
三

変
更
後

有
限
会
社
ケ

ア
シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中
野

五
丁
目
二
の
五

大
町
マ
ン
シ
ョ

ン
テ
ナ
ン
ト
Ｄ

有
限
会
社
ケ

ア
シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
二
の
五
大
町

マ
ン
シ
ョ
ン
テ
ナ

ン
ト
Ｄ

平
成

��

･

�･

�

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

変
更
後

お
し
ゃ
れ

プ
ラ
ザ
株

式
会
社

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
花

だ
ん

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

平
成

��･

�･

�



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事

業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成27年６月３日 水曜日 第4003号 8

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
三
丁
目

八
の
九

変
更
後

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
花

だ
ん

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

〃

変
更
前

八
戸
市
小
中

野
三
丁
目
二

五
の
一
三

八
戸
市
小
中

野
三
丁
目
二

五
の
一
三

変
更
後

有
限
会

社
ケ
ア

シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中

野
五
丁
目
二

の
五
大
町
マ

ン
シ
ョ
ン
テ

ナ
ン
ト
Ｄ

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

有
限
会

社
ケ
ア

シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中

野
五
丁
目
二

の
五
大
町
マ

ン
シ
ョ
ン
テ

ナ
ン
ト
Ｄ

��

･

�･

�

変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
向
明

会

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
や
す

ら
ぎ
の
里

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

��･

�･

��

変
更
前

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
一

八

変
更
後

〃

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や

す
ら
ぎ
の

里

北
津
軽
郡
中

泊
町
大
字
尾

別
字
小
谷
二

六
の
一

〃

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
小
中
野

三
丁
目
二
五
の

一
三

八
戸
市
小
中
野
三

丁
目
二
五
の
一
三

変
更
後

有
限
会
社
ケ

ア
シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中
野

五
丁
目
二
の
五

大
町
マ
ン
シ
ョ

ン
テ
ナ
ン
ト
Ｄ

有
限
会
社
ケ

ア
シ
ョ
ッ
プ

ノ
ザ
ワ

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
二
の
五
大
町

マ
ン
シ
ョ
ン
テ
ナ

ン
ト
Ｄ

平
成

��･

�･

�

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考



( )

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

県
境
不
法
投
棄
事
案
に
係
る
水
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
業
務
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
保
全
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

エ
ヌ
エ
ス
環
境
株
式
会
社
青
森
支
店

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
三
四
七

六

契
約
金
額

二
千
七
百
五
十
四
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

製
菓
衛
生
師
試
験
の
施
行

平
成
二
十
七
年
製
菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行

細
則

(

昭
和
四
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
五
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
二
十
七
年
八
月
十
九
日

(

水)

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
西
棟
八
階
大
会
議
室

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

(

月)

か
ら
同
月
二
十
七
日

(

月)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ

る
場
合
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課
食
品
衛
生
グ
ル
ー
プ
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１

県

道

青
森
環
状
野

内
線

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
五
四
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
四
ツ
石
字
里
見
八
九
の
一
ま
で

後 前 前

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
八
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



( )

四

そ
の
他

受
験
願
書
は
、
県
内
各
地
域
県
民
局

(

保
健
所)

、
青
森
市
保
健
所
及
び
青
森
県
健
康
福
祉
部

保
健
衛
生
課
食
品
衛
生
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課
食
品
衛
生
グ
ル
ー
プ

(

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
一
四)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

伊
東
工
務
店

二

氏
名

伊
東

良
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
合
浦
一
丁
目
一
二
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
一
九
一
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
レ
ン
ガ
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
テ
ラ
ソ
ル

二

代
表
者
の
氏
名

和
田

武
洋

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
一
六
の
二
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
五)

第
三
〇
〇
五
五
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

輸
液
ポ
ン
プ
賃
貸
借
契
約

三
五
○
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院

管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所
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( )

み
ち
の
く
リ
ー
ス
株
式
会
社

青
森
市
橋
本
一
丁
目
四
の
一
〇

六

契
約
金
額

平
成
二
十
七
年
度

年
額
一
千
三
百
四
十
九
万
三
千
九
百
五
十
二
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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